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̶主な内容̶
●平成31年大網白里市議会
　第1回定例会市長事務方針
●三世代同居等住宅支援事業補助金
　申請の受付
●４月７日（日）は千葉県議会議員
　一般選挙の投票日
●2019年度狂犬病予防集合注射の
　お知らせ
●５月から朝市・白里遊楽市の
　開始時間が変更になります
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人口と世帯3月1日現在（前月比）　●人口／49,544（－10）　●男／24,407（－4）　●女／25,137（－6）　●世帯数／21,548（＋41）

※問＝問い合わせ先 □申＝申し込み先
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市のキャラクター「マリン」

№6672022.11.1

№667 2022.11.1

高齢者見守りサービスをご利用ください　服や持ち物に貼るＱＲコード付きシールを配布中　万が一の徘徊時に読み取られると発見通知が届きます
問地域包括支援センター　☎０４７５（７０）０４３９
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国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
し
て

い
る
方
が
病
気
に
な
っ
た
時
や
け

が
を
し
た
時
な
ど
に
備
え
て
、
皆

さ
ん
で
支
え
合
う
制
度
で
、
皆
さ

ん
が
納
め
る
国
民
健
康
保
険
税
や

国
・
県
・
市
な
ど
か
ら
の
支
出
（
補

助
）
金
な
ど
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
職
場
の
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
や
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
を

除
く
、
74
歳
ま
で
の
全
て
の
方
が

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
の
決
算
状
況
は
、
円
グ

ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。
歳
入
は
、

国
民
健
康
保
険
税
が
前
年
度
か
ら

２
，
７
２
４
万
円
減
少
し
10
億
９
，

２
８
６
万
円
と
な
り
、
保
険
給
付

費
等
に
対
す
る
国
や
県
な
ど
か
ら
の

支
出
（
補
助
）
金
は
37
億
５
，
５

８
３
万
円
で
し
た
。
歳
出
で
は
、

保
険
給
付
費
（
国
保
負
担
分
）
は

前
年
度
よ
り
１
億
１
，
３
０
４
万

円
（
3.1
％
）
増
加
し
、
37
億
９
０

５
万
円
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
よ
る
受
診
控
え
の
影
響
で
、

令
和
２
年
度
の
保
険
給
付
費
が
減

少
し
て
い
た
反
動
と
高
齢
化
の
進

展
等
に
よ
り
１
人
当
た
り
の
保
険

給
付
費
が
伸
び
た
こ
と
が
増
加
の

主
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
事
業
費
納
付
金
は
、
医

療
給
付
費
分
と
し
て
９
億
４
，
６

３
９
万
円
、
75
歳
以
上
の
方
が
加

入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
は
３

億
７
，
４
９
３
万
円
、
介
護
保
険

制
度
へ
の
介
護
納
付
金
分
は
１
億

５
，５
９
４
万
円
と
な
り
ま
し
た
。　
　

　

今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
の
高
齢
化
の
進
展
や
医

療
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ
り
、
保

険
給
付
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま

す
。
保
険
給
付
費
の
増
加
は
、
国

民
健
康
保
険
税
の
負
担
増
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
市
が
実
施
す
る
特

定
健
康
診
査
や
人
間
ド
ッ
ク
の
助

成
制
度
な
ど
を
利
用
し
、
自
身
の

　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
、
ま
た
は
感
染
が
疑

わ
れ
、
療
養
の
た
め
に
連
続
４
日

以
上
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
方
に
傷
病
手
当
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
10
月

１
日
～
12
月
31
日
の
期
間
も
引
き

続
き
同
様
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
給
与
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
額
の

調
整
や
、
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
被
用
者
（
給
与
等
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
方
）の
う
ち
、

次
に
該
当
す
る
方

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
方

・
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
、
感
染

が
疑
わ
れ
る
方

・
療
養
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方

▼
支
給
対
象
日
数
＝
仕
事
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
４
日
目
以
降
に
仕
事
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
の

う
ち
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

▼
支
給
額
＝
直
近
の
継
続
し
た
３

か
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額

÷
就
労
日
数
×
３
分
の
２
×
支

給
対
象
日
数（
上
限
が
あ
り
ま
す
）

▼
適
用
期
間
＝
令
和
２
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
４
年
12
月
31
日
の
間

で
療
養
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
（
た
だ

し
、入
院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
、

最
長
１
年
６
か
月
ま
で
）

▼
提
出
書
類
＝
別
表
の
と
お
り

申
・
問
市
民
課
国
保
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の

決
算
状
況

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
が
延
長

さ
れ
ま
し
た

令和3年度　国民健康保険特別会計の決算状況

歳出総額
52億8,573万円

国民健康保険税
10億9,286万円

医療給付費分
9億4,639万円

後期高齢者支援金等分
3億7,493万円

介護納付金等分
1億5,594万円

保健事業費
5,121万円 その他

4,821万円

保険給付費
37億905万円

国・県支出金
３７億5,583万円

他会計繰入金
3億634万円

基金繰入金
1億4,773万円

繰越金
2,265万円 その他

1,495万円

歳入総額
53億4,036万円

加入者一人当たりの保険給付費の推移
（千円）

260

265

270

275

280

285

290

295

令和2年度 令和3年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

※合計に合わせて、一部
切り上げ、切り捨ての
処理を行っています。

事
業
費
納
付
金

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ね ん き ん ナ ビ
健
康
管
理
に
努
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
医
療
機
関
等
を
受
診
す

る
際
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
利
用
や
お
薬
手
帳
の
活
用
な

ど
、
保
険
給
付
費
の
抑
制
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
上
手

に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）
と
は
、
先
発
医
薬
品
の

特
許
が
切
れ
た
後
、
厚
生
労
働
省

の
承
認
を
得
て
、
別
の
会
社
が
同

じ
成
分
、効
能
で
作
っ
た
薬
で
す
。　

　

薬
の
研
究
開
発
費
が
掛
か
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
先
発
医
薬
品
よ
り

も
割
安
の
価
格
と
な
り
ま
す
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

　

す
る
に
は
、
処
方
せ
ん
が
必
要

　

と
な
り
ま
す
。
医
師
や
薬
剤
師

　

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
お
薬
手
帳
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　

お
薬
手
帳
は
皆
さ
ん
と
病
院
と

薬
局
を
結
ぶ
連
絡
帳
の
よ
う
な
も

の
で
、
緊
急
時
や
い
つ
も
と
違
う

病
院
や
薬
局
に
行
っ
て
も
服
用
し

て
い
る
薬
が
分
か
る
の
で
安
心
で

す
。
な
お
、
お
薬
手
帳
が
複
数
あ

る
と
、
薬
の
危
険
な
飲
み
合
わ
せ

や
同
じ
薬
を
二
重
に
処
方
し
て
し

ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
服
用
歴

・次世代育成支援の観点から、国民年金第１号被保険者が出
産した際に産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される
制度です。　　
　「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとし
て老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付されます。
・現在、国民年金保険料免除制度を利用している方も手続き
が必要です。
◇免除される期間
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の
国民年金保険料が免除されます。また、多胎妊娠の場合は、
出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間
の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠 85 日（４か月）以上の出産をいいます（死

産、流産、早産された方を含みます）。

▼対象＝「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成 31 年
２月１日以降の方

▼申請方法＝住民登録をしている市役所の国民年金担当窓口
で、出産予定日の６か月前から出産後も申請ができます。郵
送でも手続きが可能です。

▼ 申請に必要なもの＝本人確認できるもの ( 免許証など )、
母子健康手帳
※別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日および親子

関係を明らかにする書類が必要です。
問千葉年金事務所　
　☎０４３（２４２）６３２０

第三者行為による届出
　交通事故や暴力行為など、第三者（加害者）の行為により治療を
受ける際の費用は、加害者が負担するのが原則ですが、必要な届出
をすれば国民健康保険で治療を受けることができます。
　その際には必ず市民課へ問い合わせいただき、「第三者の行為に
よる傷病届」等の提出をお願いします。
問市民課国保班　☎０４７５（７０）０３３４

「☆」印は非常勤医師 （令和 4 年 10 月1日～）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

内科
志村

福田

大谷

福田

福田

成瀨
志村

福田
志村

☆小菅

杉田

☆小菅

杉田
/☆山﨑

(敦)

☆中村

杉田
/大谷
志村

（2･4週）
※予約のみ
☆中村

成瀨

福田
福田

外科
古谷
板橋
森

吉留 志村 交替制
吉留

安蒜
安蒜

安蒜
吉留
古谷

☆中村
☆中村

板橋

☆大野
☆大野

整形外科 豊田 豊田 宗藤
（8時から） −

豊田
（1･3･5週）

宗藤
（2･4週）
（8時から）

豊田 宗藤
(8時から) 宗藤 豊田 豊田

皮膚科
(予約制) − − − − −

☆
千葉大
医師

13時30分から
− − −

☆
千葉大
医師

13時30分から

眼科
(予約制) − − − − − − − − −

☆
千葉大
医師

13時30分から

市立大網病院　外来担当医師一覧表

1.受付は、８時から15時30分までです。
　※11時以降の受付は午後の診療となります。
　　午後の診療は14時から始まります（皮膚
　　科・眼科は除く）。
2.皮膚科・眼科の診療は、13時30分から始まり

ます。

3.都合により担当医師が変更となる場合があり
ます。

4.予約の変更は14時から17時まで受け付けます。
5.㈪・㈬の午後の整形外科は、手術のため休診と

なる場合が ありますので、ご注意ください。

※皮膚科・眼科は予約制となります。当日予約はお受けできません。
　受診を希望する方は、事前に予約をお取りください（予約受付は14時から17時まで）。
※㈫午後の整形外科は急患のみの対応になります。

問大網病院　☎０４７５（７２）１１２１

国民健康保険に加入の方 後期高齢者医療保険に加入の方
国民健康保険傷病手当金支給申
請書
①世帯主記入用
②被保険者記入用
③事業主記入用
④通帳またはキャッシュカードの写し

後期高齢者医療傷病手当金支給
申請書
①被保険者記入用(様式第29号の2)
②被保険者記入用(様式第29号の3)
③事業主記入用
④通帳またはキャッシュカードの写し

※対象者によって必要な申請書が異なりますので、事前にご相談ください。
※申請書は市ホームページに掲載しています。 
※当面の間医療機関記入用の提出は不要となります。  
※郵送でも受け付けます。 

●別表　提出書類

を
正
確
に
管
理
す
る
た
め
、
１
冊

に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
民
課
国
保
班　

　

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４




